
 

港区立神明保育園の管理運営に関する基本協定書の変更協定書 

 

 

港区長（以下「甲」という。）と日本保育サービス（以下「乙」という。）は、平成

29年４月１日付けで締結した「港区立神明保育園の管理運営に関する基本協定書」（以

下「原協定」という。）第 50条の規定に基づく一部変更について、次のとおり協定を締

結する。 

 

１ 原協定第１０章中第５２条を第５３条とし、第４５条から第５１条までを１条ずつ

繰り下げ、同章を第１１章とし、第９章中第４０条から第４４条までを１条ずつ繰り下

げ、同章を第１０章とし、第８章中第３７条から第３９条までを１条ずつ繰り下げ、同

章を第９章とし、第７章中第３３条から第３６条までを１条ずつ繰り下げ、同章を第８

章とし、第６章中第３２条を１条繰り下げ、同章を第７章とし、第５章中第３０条及び

第３１条を１条ずつ繰り下げ、同章を第６章とし、第４章の次に次の１章、章名及び１

条を加える。 

 

  第５章 一時保育料の収納 

 

（一時保育料の収納） 

第３０条 乙は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 158条第１項の規定

に基づき、一時保育料の収納事務を行うものとする。なお、事務の詳細は、別に定

める業務基準書のとおりとする。 

 

２ 原協定別添業務基準書を別紙のように改める。 

 

本変更協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保

有する。 
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